
規 則

�愛媛県規則第１号
愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則及び愛媛県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規則を

次のように定める。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則及び愛媛県農業改良資金貸付規則の一部を改正する規

則

（愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部改正）

第１条 愛媛県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和４２年愛媛県規則第４４号）の一部を次のように

改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第１２号（第１２条関係）

（表） 省略

様式第１２号（第１２条関係）

（表） 省略

発 行 愛 媛 県
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（裏） （裏）

省略 省略

別記

〔注意事項〕

１～３ 省略

４ この補償を受ける権利は、譲り渡したり、株式会社日本

政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場

合を除き、担保に供することはできません。また、差押え

を受けることもありません。

５～１０ 省略

別記

〔注意事項〕

１～３ 省略

４ この補償を受ける権利は、譲り渡したり、国民生活金融

公庫 又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場

合を除き、担保に供することはできません。また、差押え

を受けることもありません。

５～１０ 省略

（愛媛県農業改良資金貸付規則の一部改正）

第２条 愛媛県農業改良資金貸付規則（昭和６０年愛媛県規則第３５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書類等の経由等）

第２１条 法第７条第１項の規定により知事に提出する書類は当該書

類を提出した者の住所地をその地区内に含む農業協同組合法（昭

和２２年法律第１３２号）第１０条第１項第２号及び第３号の事業を併せ

行う農業協同組合、愛媛県信用農業協同組合連合会の事務所若し

くは支店（以下「農業協同組合等」という。）、農林中央金庫松

山支店又は株式会社日本政策金融公庫松山支店を、第６条第２

項、第８条第２項、第１１条第２項、第１３条第３項及び第１５条第２

項の規定により知事が交付する書類又は知事が行う通知並びに第

７条第１項、第９条第１項、第１０条第２項、第１２条第１項、第１３

条第２項及び第１４条の規定により知事に提出する書類は農業協同

組合等を経由するものとする。

（書類等の経由等）

第２１条 法第７条第１項の規定により知事に提出する書類は当該書

類を提出した者の住所地をその地区内に含む農業協同組合法（昭

和２２年法律第１３２号）第１０条第１項第２号及び第３号の事業を併せ

行う農業協同組合、愛媛県信用農業協同組合連合会の事務所若し

くは支店（以下「農業協同組合等」という。）、農林中央金庫松

山支店又は農林漁業金融公庫 松山支店を、第６条第２

項、第８条第２項、第１１条第２項、第１３条第３項及び第１５条第２

項の規定により知事が交付する書類又は知事が行う通知並びに第

７条第１項、第９条第１項、第１０条第２項、第１２条第１項、第１３

条第２項及び第１４条の規定により知事に提出する書類は農業協同

組合等を経由するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県規則第２号
愛媛県核燃料税条例の施行期日を定める規則を次のように定める。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県核燃料税条例の施行期日を定める規則

愛媛県核燃料税条例（平成２０年愛媛県条例第５４号）の施行期日は、平成２１年１月１６日とする。

�愛媛県規則第３号
愛媛県核燃料税条例施行規則を次のように定める。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県核燃料税条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県核燃料税条例（平成２０年愛媛県条例５４号。以下「条例」という。）第８条、第９条第２項、第１０条及び第１３条

の規定に基づき、核燃料税の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

（書類の様式）

第２条 核燃料税の賦課徴収に関する次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。

書 類 の 種 類 様 式

条例第８条の規定による申告書及び条例第９条第２項の規定による修正申告書 様式第１号

愛 媛 県 報平成２１年１月９日 第２０２９号

２



条例第１０条の規定による通知書兼納額告知書 様式第２号

２ 前項に定めるものを除くほか、核燃料税の賦課徴収に関する書類の様式は、愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第

３８号）第１条の表�の項、�の項、�の項及び�の項に規定するところによる。
附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２１年１月１６日から施行する。

（愛媛県核燃料税条例施行規則の廃止）

２ 愛媛県核燃料税条例施行規則（平成１５年愛媛県規則第６９号。以下「旧規則」という。）は、廃止する。

（経過措置）

３ 愛媛県核燃料税条例（平成１５年愛媛県条例第５４号）附則第４項の規定によりなおその効力を有することとされている同条例の規定に基

づく核燃料税の賦課徴収については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

愛 媛 県 報平成２１年１月９日 第２０２９号

３



様式第１号（第２条関係）

年 月 日

愛媛県知事 様

※
処
理
事
項

発 信 年 月 日
通信日付印 確認印

所 在 地

名 称

代 表 者 氏 名 �

担当者氏名及び所属課並びに電話

番号
� 課�
� 局 番�

年 月分核燃料税申 告 書
修正申告書

区 分 課税標準額 税 率 税 額

申 告 額 又 は 修 正 申 告 額 � 円 １３
１００

円

この申告が修正申告である場

合は、既に納付の確定した額
�

この申告により納付すべき税

額 � ― �
�

今回挿入された核燃料の明細

発電用原子炉

の 名 称

核燃料の発電

用原子炉への

挿入年月日

年 月 日
（愛媛県核燃料税条例（平成２０年愛
媛県条例第５４号。以下「条例」とい
う。）第４条第２項第 号該当）

課 税 対 象 核 燃 料 課 税 対 象 外 核 燃 料 挿 入 核
燃 料 の
合 計 体 数
	＋
＋�

核燃料の体
数

	

核燃料の重
量

�

核燃料の価額
（課税標準額）



条例附則第２
項に該当する
ものの体数


その他のも
のの体数

�

体 � 円

計 計 計 体 体 体

備考

１ ※印の欄は、記載しないこと。

２ 「 年 月分」は、核燃料を発電用原子炉へ挿入した日の属する年月を記

載すること。

３ 	からまでの各欄は、核燃料の単価の異なるごとに区分し、記載すること。

４ 不要の文字は、抹消すること。

愛 媛 県 報平成２１年１月９日 第２０２９号

４



様式第２号（第２条関係）

（その１）

通知書兼不足税額等納額告知書
所在地 年 月 日

様
愛媛県 地方局長 �

年 月分の核燃料税について課税標準額等が次のとおり更正・決定されました
から通知します。

区 分 課 税 標 準 額 税 率 税 額

更 正 ・ 決 定 額 円 １３
１００

円

既に納付の確定した額

差 引 不 足 税 額

加 算 金 額 基 準 額 乗 率 金 額

円
１００

円

過 少 申 告 加 算 金 １００

計

１００

不 申 告 加 算 金 １００

計

重 加 算 金 １００
上記の不足税額及び加算金額に
延滞金を加算して 年 月
日までに納付してください。
なお、延滞金は、不足税額が

２，０００円以上であるものについ
て、 年 月 日から納付の
日までの期間の日数に応じ、当該
不足税額（１，０００円未満の端数
は、切り捨てる。）に対し年１４．６
パーセント（ 年 月 日か
ら 年 月 日までの期間に
ついては、年 パーセント）の割
合で計算してください。計算して
得た額に１００円未満の端数がある
場合又は全額が１，０００円未満であ
る場合は、これを切り捨ててくだ
さい。

納

付

の

場

所

・指定金融機関
・指定代理金融機関

・収納代理金融機関
・県が収納の事務を委託した者
・地方局

注意
１ この更正、決定又は納額告知について不服があるときは、この通知及び告知を受けた
日の翌日から起算して６０日以内に愛媛県知事に、更正又は決定については異議申立て
を、納額告知については審査請求をすることができます。
２ この更正、決定又は納額告知の取消しの訴えは、１の異議申立てに対する決定又は審
査請求に対する裁決を経た後、その決定又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して
６箇月以内に愛媛県を被告として（愛媛県知事が被告の代表者となります。）提起する
ことができます。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当するときは、当該決定又
は裁決を経ないで更正、決定又は納額告知の取消しの訴えを提起することができます。
ア 異議申立て又は審査請求があった日から３箇月を経過しても決定又は裁決がないと
き。
イ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要
があるとき。
ウ その他決定又は裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

愛 媛 県 報平成２１年１月９日 第２０２９号
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備考

１ 年１４．６パーセントの割合となる場合を除き、延滞金の割合の変更がある場合は、

「ついては、」を「ついては」と記載し、「年 パーセント」の下に「、 年

月 日から 年 月 日までの期間については年 パーセント」を適宜追

加して記載すること。

２ １０月又は１１月に通知する場合において、この通知に係る納期限の翌日の属する

年と当該納期限の翌日から１月を経過する日の属する年が異なる場合は、「年

パーセント）」とあるのは、「年 パーセント（当該期間のうち、 年１月１

日以後の期間については、年７．３パーセントと 年１１月３０日を経過する時に

おける公定歩合に年４パーセントの割合を加算した割合（当該割合に０．１パーセ

ント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）のうちいずれか低い割

合））」と記載すること。

３ 「納付の場所」欄の「指定金融機関」欄、「指定代理金融機関」欄、「収納代理

金融機関」欄及び「県が収納の事務を委託した者」欄は、それぞれ該当する金融

機関、取り扱う店舗及び県が収納の事務を委託した者を記載すること。

４ 不要の文字は、抹消すること。

愛 媛 県 報平成２１年１月９日 第２０２９号

６



（その２）

加算金決定通知書兼納額告知書

年 月 日
所在地

様

愛媛県 地方局長 �

年 月分の核燃料税について、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第 条第
項該当のため徴収すべき 加算金が次のとおり決定されましたから通知します。

加 算 金 額 基 準 額 乗 率 金 額

円
１００

円

過 少 申 告 加 算 金 １００

計

１００

不 申 告 加 算 金 １００

計

重 加 算 金 １００

上記の加算金額を 年 月 日までに納付してください。
納付の場所
・指定金融機関
・指定代理金融機関

・収納代理金融機関
・県が収納の事務を委託した者
・地方局

注意
１ この決定又は納額告知について不服があるときは、この通知及び告知を受けた日の翌
日から起算して６０日以内に愛媛県知事に、決定については異議申立てを、納額告知につ
いては審査請求をすることができます。
２ この決定又は納額告知の取消しの訴えは、１の異議申立てに対する決定又は審査請求
に対する裁決を経た後、その決定又は裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６箇月
以内に愛媛県を被告として（愛媛県知事が被告の代表者となります。）提起することが
できます。ただし、次のアからウまでのいずれかに該当するときは、当該決定又は裁決
を経ないで決定又は納額告知の取消しの訴えを提起することができます。
ア 異議申立て又は審査請求があった日から３箇月を経過しても決定又は裁決がないと
き。
イ 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要
があるとき。
ウ その他決定又は裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

備考 「納付の場所」欄の「指定金融機関」欄、「指定代理金融機関」欄、「収納代理金融機
関」欄及び「県が収納の事務を委託した者」欄は、それぞれ該当する金融機関、取り扱う
店舗及び県が収納の事務を委託した者を記載すること。

愛 媛 県 報平成２１年１月９日 第２０２９号
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�愛媛県告示第１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療

機関を次のように指定した。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により、施術機関を次のように指定した。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定した医療機関が、名称を次のように変更した。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同法第４９条の規定により指定した施術機関が、名称を次のように変更した。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により、医療機関（指定訪問看護事業者等）を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

エンジェル薬局
有限会社
エンジェルファ
ミリー

四国中央市妻鳥町１６６５番
地１

平成２０年
９月１日

矢 野 勉 強 堂 矢 野 睦 子 四国中央市金田町金川５ 平成２０年
１２月１日

駅 前 医 院 医療法人
駅 前 医 院

新居浜市坂井町一丁目７
番４号

平成２０年
１０月１日

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

指 定

年 月 日

マッサージ和み
有限会社
テクニカルライ
ズ

今治市東村二丁目６番地
５４

平成２０年
１２月１日

彩 愛 整 骨 院 窪 田 雄 二 上浮穴郡久万高原町久万
５６０番地１

平成２０年
１２月４日

れんげ堂薬局丹
原店

有限会社
れ ん げ 堂

西条市丹原町願連寺２７６
－１

平成２０年
１２月１日

医 療 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

井上産婦人科医院 いのうえ産婦人科 井 上 琢 磨 今治市南大門町１－５－２ 平成１８年９月２２日

施 術 機 関 の 名 称 開 設 者 の 氏 名

又 は 名 称
所 在 地 変 更 年 月 日

旧 新

レイス治療院 あい・あすか治療院 田 窪 哲 郎 今治市常盤町七丁目５番３７号 平成２０年１１月１日

今 村 医 院 医療法人
今 村 医 院

新居浜市七宝台町甲２３７５
－１２０

平成２０年
８月１日

林 内 科 医 院 林 信 廣 新居浜市一宮町１３の５２ 平成２０年
９月２７日

駅 前 医 院 医療法人
駅 前 医 院

新居浜市坂井町一丁目７
番４号

平成２０年
１０月１日

武村外科胃腸科
医療法人志尚会
武村外科胃腸科
医院

四国中央市三島宮川二丁
目４－２

平成２０年
１０月１日

たにもと薬局
有限会社
ケンシンファー
マシー

大洲市徳森１９９０番地１ 平成２０年
１０月３１日

医療機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

菅 医 院 分 院 医療法人
菅 医 院 今治市上浦町瀬戸３番地 平成２０年

７月３１日

愛 媛 県 報平成２１年１月９日 第２０２９号
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�愛媛県告示第７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準用する同

法第４９条の規定により指定した施術機関を次のように廃止した旨の

届出があった。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（居宅介護事業者）を次のように指定した。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（介護予防事業者）を次のように指定した。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の名称及び居宅介護事業を行

う事業所の名称が次のように変更された。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医 療 機 関 （ 指 定 訪 問
看 護 事 業 者 等 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

指 定 訪 問 看 護 事 業 等 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社コミュニティーハウ
ス 松山市北条５８８番地３ 訪問看護ステーションのどか 伊予郡松前町大字北黒田１７３

番地１ 平成１９年４月３０日

施術機関の名称
開設者の氏名

又 は 名 称
所 在 地

廃 止

年 月 日

彩 愛 整 骨 院 勝賀瀬 三 世 上浮穴郡久万高原町久万
５６０－１

平成２０年
７月１９日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

きくぞのケアパーク株式会社 宇和島市和霊元町四丁目１番
１２号 スパークタイムきくぞの 宇和島市和霊元町四丁目１番

１２号 平成２０年１２月１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
指 定 年 月 日

名 称 所 在 地

きくぞのケアパーク株式会社 宇和島市和霊元町四丁目１番
１２号 スパークタイムきくぞの 宇和島市和霊元町四丁目１番

１２号 平成２０年１２月１日

株式会社東雲精工 新居浜市東雲町二丁目６番６５
号

訪問看護ステーションしのの
め

新居浜市東雲町二丁目６番６５
号 平成２０年８月１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
きくぞのケアパーク株式会社

宇和島市和霊元町四丁目１番
１２号

（変更後）
きくぞのケアパーク訪問介護
事業所 宇和島市和霊元町四丁目１番

１２号 平成２０年１０月１０日
（変更前）
有限会社ホームケア・アベ

（変更前）
ホームケア・アベ訪問介護事
業所

（変更後）
きくぞのケアパーク株式会社

宇和島市和霊元町四丁目１番
１２号

（変更後）
きくぞのケアパーク福祉用具
貸与事業所 宇和島市和霊元町四丁目１番

１２号 平成２０年１０月１０日
（変更前）
有限会社ホームケア・アベ

（変更前）
ホームケア・アベ福祉用具貸
与事業所

愛 媛 県 報平成２１年１月９日 第２０２９号
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�愛媛県告示第１１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（特定福祉用具販売事業者）の名称及び特定福祉

用具販売事業を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の名称及び居宅介護支援

事業を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の名称及び介護予防事業を行

う事業所の名称が次のように変更された。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１４号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）の名称及び

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所の名称が次のように変更された。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 特 定 福 祉
用 具 販 売 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特 定 福 祉 用 具 販 売 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
きくぞのケアパーク株式会社

宇和島市和霊元町四丁目１番
１２号

（変更後）
きくぞのケアパーク福祉用具
貸与事業所 宇和島市和霊元町四丁目１番

１２号 平成２０年１０月１０日
（変更前）
有限会社ホームケア・アベ

（変更前）
ホームケア・アベ福祉用具貸
与事業所

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
きくぞのケアパーク株式会社

宇和島市和霊元町四丁目１番
１２号

（変更後）
きくぞのケアパーク居宅介護
支援事業所 宇和島市和霊元町四丁目１番

１２号 平成２０年１０月１０日
（変更前）
有限会社ホームケア・アベ

（変更前）
有限会社ホームケア・アベ

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
きくぞのケアパーク株式会社

宇和島市和霊元町四丁目１番
１２号

（変更後）
きくぞのケアパーク訪問介護
事業所 宇和島市和霊元町四丁目１番

１２号 平成２０年１０月１０日
（変更前）
有限会社ホームケア・アベ

（変更前）
ホームケア・アベ訪問介護事
業所

（変更後）
きくぞのケアパーク株式会社

宇和島市和霊元町四丁目１番
１２号

（変更後）
きくぞのケアパーク福祉用具
貸与事業所 宇和島市和霊元町四丁目１番

１２号 平成２０年１０月１０日
（変更前）
有限会社ホームケア・アベ

（変更前）
ホームケア・アベ福祉用具貸
与事業所

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

（変更後）
きくぞのケアパーク株式会社

宇和島市和霊元町四丁目１番
１２号

（変更後）
きくぞのケアパーク福祉用具
貸与事業所 宇和島市和霊元町四丁目１番

１２号 平成２０年１０月１０日
（変更前）
有限会社ホームケア・アベ

（変更前）
ホームケア・アベ福祉用具貸
与事業所

愛 媛 県 報平成２１年１月９日 第２０２９号
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�愛媛県告示第１５号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の名称及び所在地が次のように変更された。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１６号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）の介護予防事業を行う事業所

の名称及び所在地が次のように変更された。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）の居宅介護事業を行う事業所

の所在地が次のように変更された。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１８号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）の居宅介護支援事業を行

う事業所の所在地が次のように変更された。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人愛隣園 松山市神田町３番１９号

（変更後）
デイサービスガリラヤ荘

（変更後）
東温市南方１７６６番地１

平成２０年１１月１日
（変更前）
デイサービスセンターガリラ
ヤ荘

（変更前）
東温市松瀬川乙１０２０番地

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人愛隣園 松山市神田町３番１９号

（変更後）
デイサービスガリラヤ荘

（変更後）
東温市南方１７６６番地１

平成２０年１１月１日
（変更前）
デイサービスセンターガリラ
ヤ荘

（変更前）
東温市松瀬川乙１０２０番地

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社シンシア 四国中央市金生町山田井４番
地１ 訪問介護事業所シンシア

（変更後）
四国中央市金生町山田井乙１７
番地の１ヴィラ・グリーンヒ
ルズ�１階 平成２０年１１月１０日

（変更前）
四国中央市川之江町３２１７番地
の１向陽ハイツ１階Ｂ号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

居 宅 介 護 支 援 事 業 を 行 う 事 業 所
変 更 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人愛隣園 松山市神田町３番１９号 在宅介護支援センターガリラ
ヤ荘

（変更後）
東温市南方１７６６番地１

平成２０年１１月１日
（変更前）
東温市松瀬川乙１０２０番地

愛 媛 県 報平成２１年１月９日 第２０２９号
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�愛媛県告示第１９号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護事業者）から、居宅介護事業を次のよ

うに廃止した旨の届け出があった。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定福祉用具販売事業者）から、特定福祉用具販売事

業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２１号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（居宅介護支援事業者）から、居宅介護支援事業

を次のように廃止した旨の届け出があった。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により指定した介護機関（介護予防事業者）から、介護予防事業を次のよ

うに廃止した旨の届け出があった。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

有限会社シンシア 四国中央市金生町山田井４番
地１ 居宅介護支援事業所シンシア

（変更後）
四国中央市金生町山田井乙１７
番地の１ヴィラ・グリーンヒ
ルズ�１階 平成２０年１１月１０日
（変更前）
四国中央市川之江町３２１７番地
の１向陽ハイツ１階Ｂ号

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 事 業 者 ） の
名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 居 宅 介 護 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人ふたば会 新居浜市船木９５９番地－３ 指定訪問入浴介護事業所ふた
ば荘 新居浜市船木９５９番地－３ 平成１９年９月３０日

有限会社さかい 西宇和郡伊方町高浦１０５９番地
１ 福祉用具工房さかい 西宇和郡伊方町高浦１０５９番地

１ 平成２０年８月３１日

介 護 機 関 （ 特 定 福 祉
用 具 販 売 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る特定福祉用具販売事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社さかい 西宇和郡伊方町高浦１０５９番地
１ 福祉用具工房さかい 西宇和郡伊方町高浦１０５９番地

１ 平成２０年８月３１日

介 護 機 関 （ 居 宅
介 護 支 援 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る居宅介護支援事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

医療法人慶尚会 四国中央市土居町蕪崎２５３番
地の１ 居宅介護支援事業所けいこう 四国中央市土居町蕪崎２５３番

地の１ 平成２０年７月３１日

介 護 機 関 （ 介 護
予 防 事 業 者 ）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃 止 に 係 る 介 護 予 防 事 業 を 行 う 事 業 所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

社会福祉法人ふたば会 新居浜市船木９５９番地－３ 指定訪問入浴介護事業所ふた
ば荘 新居浜市船木９５９番地－３ 平成１９年９月３０日

愛 媛 県 報平成２１年１月９日 第２０２９号
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�愛媛県告示第２３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項の規定により、介護機関（特定介護予防福祉用具販売事業者）から、特定介護予

防福祉用具販売事業を次のように廃止した旨の届出があった。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２５号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

有限会社さかい 西宇和郡伊方町高浦１０５９番地
１ 福祉用具工房さかい 西宇和郡伊方町高浦１０５９番地

１ 平成２０年８月３１日

介護機関（特定介護予防
福祉用具販売事業者）
の 名 称

主 た る 事 務 所 の

所 在 地

廃止に係る特定介護予防福祉用具販売事業を行う事業所
廃 止 年 月 日

名 称 所 在 地

有限会社さかい 西宇和郡伊方町高浦１０５９番地
１ 福祉用具工房さかい 西宇和郡伊方町高浦１０５９番地

１ 平成２０年８月３１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０７１３７ 有限会社ブラボー 愛媛県松山市高岡町１２５
番地１ 特定福祉用具販売 有限会社ブラボー 愛媛県松山市空港通二丁

目１１番地１号 平成２０年１１月１日

３８７０１０７１４５ 有限会社ブラボー 愛媛県松山市高岡町１２５
番地１ 福祉用具貸与 有限会社ブラボー 愛媛県松山市空港通二丁

目１１番１号 平成２０年１１月１日

３８７１５０００７４ 社会福祉法人愛隣園 愛媛県松山市神田町３番
１９号 短期入所生活介護 ショートステイガリラヤ

荘
愛媛県東温市南方１７６６番
地１ 平成２０年１１月１日

３８７３２００９８８ 株式会社廣昭 愛媛県越智郡上島町弓削
下弓削１２３番地７ 福祉用具貸与 株式会社廣昭 愛媛県越智郡上島町弓削

下弓削１２３番地７ 平成２０年１１月１日

３８７３２００９８８ 株式会社廣昭 愛媛県越智郡上島町弓削
下弓削１２３番地７ 特定福祉用具販売 株式会社廣昭 愛媛県越智郡上島町弓削

下弓削１２３番地７ 平成２０年１１月１日

３８７０１０７１５２ 株式会社えひめメディコ
ープ

愛媛県松山市中村三丁目
１番１号

特定施設入居者生
活介護

介護付き有料老人ホーム
あったか拓南

愛媛県松山市中村三丁目
１番２号 平成２０年１１月１０日

３８７０１０７１６０ 株式会社えひめメディコ
ープ

愛媛県松山市中村三丁目
１番１号 通所介護 デイサービスあったか拓

南
愛媛県松山市中村三丁目
１番２号 平成２０年１１月１０日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０７１３７ 有限会社ブラボー 愛媛県松山市高岡町１２５
番地１

特定介護予防福祉
用具販売 有限会社ブラボー 愛媛県松山市空港通二丁

目１１番地１号 平成２０年１１月１日

３８７０１０７１４５ 有限会社ブラボー 愛媛県松山市高岡町１２５
番地１

介護予防福祉用具
貸与 有限会社ブラボー 愛媛県松山市空港通二丁

目１１番１号 平成２０年１１月１日

３８７１５０００７４ 社会福祉法人愛隣園 愛媛県松山市神田町３番
１９号

介護予防短期入所
生活介護

ショートステイガリラヤ
荘

愛媛県東温市南方１７６６番
地１ 平成２０年１１月１日

３８７３２００９８８ 株式会社廣昭 愛媛県越智郡上島町弓削
下弓削１２３番地７

介護予防福祉用具
貸与 株式会社廣昭 愛媛県越智郡上島町弓削

下弓削１２３番地７ 平成２０年１１月１日

３８７３２００９８８ 株式会社廣昭 愛媛県越智郡上島町弓削
下弓削１２３番地７

特定介護予防福祉
用具販売 株式会社廣昭 愛媛県越智郡上島町弓削

下弓削１２３番地７ 平成２０年１１月１日

愛 媛 県 報平成２１年１月９日 第２０２９号
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�愛媛県告示第２６号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号の規定により、次のとおり指定介護老人福祉施設を指定した。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２７号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事業所の所在地

を変更した旨の届出があった。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２８号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事業所の名称及

び所在地を変更した旨の届出があった。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条の規定により、指定居宅介護支援事業者から、次のとおり指定居宅介護支援事業所の所在地

を変更した旨の届出があった。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８７０１０７１５２ 株式会社えひめメディコ
ープ

愛媛県松山市中村三丁目
１番１号

介護予防特定施設
入居者生活介護

介護付き有料老人ホーム
あったか拓南

愛媛県松山市中村三丁目
１番２号 平成２０年１１月１０日

３８７０１０７１６０ 株式会社えひめメディコ
ープ

愛媛県松山市中村三丁目
１番１号 介護予防通所介護 デイサービスあったか拓

南
愛媛県松山市中村三丁目
１番２号 平成２０年１１月１０日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護老人 福 祉
施 設 の 開 設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設

指定年月日
名 称 所 在 地

３８７１５０００８２ 社会福祉法人愛隣園 愛媛県松山市神田町３番
１９号 介護老人福祉施設 ガリラヤ荘 愛媛県東温市南方１７６６番

地１ 平成２０年１１月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１００６３７ 有限会社ケアサービス松
山

愛媛県松山市大街道三丁
目８－１２本田ビル１階 訪問介護 有限会社ケアサービス

松山
愛媛県松山市一番町
一丁目１４－１

愛媛県松山市大街道
三丁目８－１２本田ビ
ル１階

平成２０年
１０月５日

３８７０１０１０１５ 有限会社託老所あんき 愛媛県松山市西垣生町１７
０４番地２ 訪問介護 託老所「あんき」訪問

介護事業所
愛媛県松山市西垣生
町１４９７

愛媛県松山市西垣生
町１７０４番地２

平成２０年
１１月１日

３８７１３００２１０ 有限会社シンシア 愛媛県四国中央市金生町
山田井４番地１ 訪問介護 訪問介護事業所シンシ

ア
愛媛県四国中央市川
之江町３２１７－１向陽
ハイツ１階Ｂ号

愛媛県四国中央市金
生町山田井乙１７番地
１ヴィラグリーンヒ
ルズ�１Ｆ

平成２０年
１１月１０日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開設者の主たる
事務所の所在地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日

変 更 前 変 更 後

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

３８７３３００１２７ 社会福祉法人愛隣園 愛媛県松山市神田町
３－１９ 通所介護 デイサービスセン

ターガリラヤ荘
愛媛県東温市松瀬
川乙１０２０番地

デイサービスガリ
ラヤ荘

愛媛県東温市南方
１７６６番地１

平成２０年
１１月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅介護 支 援
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 居 宅 介 護 支 援 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１００３９７ 有限会社託老所あんき 愛媛県松山市西垣生町１７
０４番地２

居宅介護
支援

託老所「あんき」指定
居宅介護支援事業所

愛媛県松山市西垣生
町１４９７

愛媛県松山市西垣生
町１７０４番地２

平成２０年
１１月１日

３８７３３０００４４ 社会福祉法人愛隣園 愛媛県松山市神田町３－
１９

居宅介護
支援

在宅介護支援センター
ガリラヤ荘

愛媛県東温市松瀬川
１０２０

愛媛県東温市南方１７
６６番地１

平成２０年
１１月１日

愛 媛 県 報平成２１年１月９日 第２０２９号

１４
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�愛媛県告示第３０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５の規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のとおり指定介護予防サービス

事業所の所在地を変更した旨の届出があった。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５の規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のとおり指定介護予防サービス

事業所の名称及び所在地を変更した旨の届出があった。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり指定居宅サービス事業を廃止した

旨の届出があった。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５の規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のとおり指定介護予防サービス

事業を廃止した旨の届出があった。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

３８７１３００２０２ 有限会社シンシア 愛媛県四国中央市金生町
山田井４番地１

居宅介護
支援

居宅介護支援事業所シ
ンシア

愛媛県四国中央市川
之江町３２１７－１向陽
ハイツ１階Ｂ号

愛媛県四国中央市金
生町山田井乙１７番地
１ヴィラグリ一ンヒ
ルズ�１Ｆ

平成２０年
１１月１０日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日名 称

所 在 地

変 更 前 変 更 後

３８７０１００６３７ 有限会社ケアサービス松
山

愛媛県松山市大街道三丁
目８－１２本田ビル１階

介護予防
訪問介護

有限会社ケアサービス
松山

愛媛県松山市一番町
一丁目１４－１

愛媛県松山市大街道
三丁目８－１２本田ビ
ル１階

平成２０年
１０月５日

３８７０１０１０１５ 有限会社託老所あんき 愛媛県松山市西垣生町１７
０４番地２

介護予防
訪問介護

託老所「あんき」訪問
介護事業所

愛媛県松山市西垣生
町１４９７

愛媛県松山市西垣生
町１７０４番地２

平成２０年
１１月１日

３８７１３００２１０ 有限会社シンシア 愛媛県四国中央市金生町
山田井４番地１

介護予防
訪問介護

訪問介護事業所シンシ
ア

愛媛県四国中央市川
之江町３２１７－１向陽
ハイツ１階Ｂ号

愛媛県四国中央市金
生町山田井乙１７番地
１ヴィラグリーンヒ
ルズ�１Ｆ

平成２０年
１１月１０日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設者の
名 称 又 は 氏 名

開設者の主たる
事務所の所在地
又 は 住 所

サービス
の 種 類

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
届 出
年 月 日

変 更 前 変 更 後

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

３８７３３００１２７ 社会福祉法人愛隣園 愛媛県松山市神田町
３－１９

介護予防
通所介護

デイサービスセン
ターガリラヤ荘

愛媛県東温市松瀬
川乙１０２０番地

デイサービスガリ
ラヤ荘

愛媛県東温市南方
１７６６番地１

平成２０年
１１月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定居宅サー ビ ス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定居宅サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０１９４０ 株式会社ケアジャパン 愛媛県松山市中央一丁目
１７番３５号 福祉用具貸与 福祉用具貸与事業所ハッ

ピー愛媛
愛媛県松山市中央一丁目
１７番３５号 平成２０年１０月３１日

３８７０１０１９４０ 株式会社ケアジャパン 愛媛県松山市中央一丁目
１７番３５号 特定福祉用具販売 福祉用具貸与事業所ハッ

ピー愛媛
愛媛県松山市中央一丁目
１７番３５号 平成２０年１０月３１日

３８７３３００１７６ 社会福祉法人愛隣園 愛媛県松山市神田町３－
１９ 短期入所生活介護

指定短期入所生活介護特
別養護老人ホームガリラ
ヤ荘

愛媛県東温市松瀬川１０２０ 平成２０年１０月３１日

３８６０１９０１２７ 医療法人社団酉仁会 愛媛県松山市中一万町５
番地１０ 訪問看護 うらや訪問看護ステーシ

ョン
愛媛県松山市中一万町３
－２２ 平成２０年１１月１日

愛 媛 県 報平成２１年１月９日 第２０２９号

１５
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�愛媛県告示第３４号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９１条の規定により、次のとおり指定介護老人福祉施設の指定の辞退があった。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３５号
愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程（昭和３６年１２月愛媛県告示第１０５１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、平成２０年１１月２０日以降利子補給承認される農業近代化資金について適用し、

同日前に利子補給承認された農業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率）

第２条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利

子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金

の種類

利子補給率 農業近代化資金

の種類

利子補給率

法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

法第２条第２

項第１号、第

２号、第４号

及び第５号に

掲げる融資機

関が同条第１

項第１号に掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第１号に掲

げる融資機関

が同条第１項

第２号から第

４号までに掲

げる者に貸し

付ける場合

法第２条第２

項第２号から

第５号までに

掲げる融資機

関が同条第１

項第２号から

第４号までに

掲げる者に貸

し付ける場合

１ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年６厘 １ 畜舎、果樹

棚、農機具そ

の他の農作物

の生産、流通

又は加工に必

要な施設の改

良、造成、復

旧又は取得に

要 す る 資 金

年１分２厘５

毛

年１分２厘５

毛

年５厘５毛

介 護 保 険
事業者番号

指定介護予防サービス
事業者の開設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
廃止に係る指定介護予防サービス事業所

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７０１０１９４０ 株式会社ケアジャパン 愛媛県松山市中央一丁目
１７番３５号

介護予防福祉用具
貸与

福祉用具貸与事業所ハッ
ピー愛媛

愛媛県松山市中央一丁目
１７番３５号 平成２０年１０月３１日

３８７０１０１９４０ 株式会社ケアジャパン 愛媛県松山市中央一丁目
１７番３５号

特定介護予防福祉
用具販売

福祉用具貸与事業所ハッ
ピー愛媛

愛媛県松山市中央一丁目
１７番３５号 平成２０年１０月３１日

３８７３３００１７６ 社会福祉法人愛隣園 愛媛県松山市神田町３－
１９

介護予防短期入所
生活介護

指定短期入所生活介護特
別養護老人ホームガリラ
ヤ荘

愛媛県東温市松瀬川１０２０ 平成２０年１０月３１日

３８６０１９０１２７ 医療法人社団酉仁会 愛媛県松山市中一万町５
番地１０ 介護予防訪問看護 うらや訪問看護ステーシ

ョン
愛媛県松山市中一万町３
－２２ 平成２０年１１月１日

介 護 保 険
事業者番号

指定介護老人 福 祉
施 設 の 開 設 者 の
名 称 又 は 氏 名

開 設 者 の 主 た る
事 務 所 の 所 在 地
又 は 住 所

サービスの種類
辞退に係る指定介護老人 福 祉 施 設

届出年月日
名 称 所 在 地

３８７３３００２３４ 社会福祉法人愛隣園 愛媛県松山市神田町３－
１９ 介護老人福祉施設 ガリラヤ荘 愛媛県東温市松瀬川１０２０ 平成２０年１０月３１日

愛 媛 県 報平成２１年１月９日 第２０２９号

１６



��������������

�������
�愛媛県告示第３６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、八幡浜市真網代、向灘、川之内、郷、五反田、保内町川之石、

宮内、喜木、須川、西予市三瓶町周木、長早、津布理、蔵貫浦及び

蔵貫地域に係る県営土地改良事業計画を変更したので、同条第６項

において準用する同法第８７条第５項の規定により、次のとおり土地

改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用道路整備事業・佐田岬半島東地区）

変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２１年１月１３日から２月９日まで

３ 縦覧場所

八幡浜市役所及び西予市役所三瓶総合支所

�������
�愛媛県告示第３７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に

より、八幡浜市保内町宮内、須川、西予市三瓶町周木、二及、垣生、

蔵貫浦及び蔵貫地域に係る県営土地改良事業計画を変更したので、

同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により、次の

とおり土地改良事業変更計画書の写しを縦覧に供する。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・佐田岬半島東

地区）変更計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２１年１月１３日から２月９日まで

３ 縦覧場所

八幡浜市役所及び西予市役所三瓶総合支所

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

（農地又は牧

野の改良、造

成、復旧又は

取得に要する

ものを除く。）

２～５ 省略 ２～５ 省略

６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

年１分２厘５

毛

年６厘 ６ 診療施設そ

の他の農村に

おける環境の

整備のために

必要な施設で

あつて農林水

産大臣の定め

る も の の 改

良、造成又は

取得に要する

資金（法第２

条第１項第２

号から第４号

までに掲げる

者に貸し付け

られるものに

限る。）

年１分２厘５

毛

年５厘５毛

７ 省略 ７ 省略

�愛媛県告示第３８号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１０条の規定に基づき、平成２１年１月１日次のように定置漁業を免許した。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

免 許 番 号 漁 業 権 者 の 住 所 及 び 氏 名 免 許 の 内 容 漁 業 権 の 存 続 期 間

定第１号 西宇和郡伊方町二見甲１２３５番地１
樫 尾 象 志

平成２０年７月２５日付け愛媛県
告示第１１１１号のとおり

平成２１年１月１日から
平成２５年１２月３１日まで

愛 媛 県 報平成２１年１月９日 第２０２９号

１７
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�愛媛県告示第４０号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県今治保健所及び

今治市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２１年１月９日

愛媛県今治保健所長 上 田 昭

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

住友金属鉱山株式会社

東京都港区新橋五丁目１１番３号

代表取締役 家守 伸正

２ 事業場の名称及び所在地

住友金属鉱山株式会社四阪工場

今治市宮窪町四阪島１３５番地

３ 特定施設に関する事項

�２湿式集じん機 ４ 汚水等の処理施設に関する事項

スミシックナー

�愛媛県告示第３９号
過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第１４条第１項の規定により、愛媛県において実施中の基幹道路の改築工事を次のと

おり完了する。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

定第２号 南宇和郡愛南町内泊２４４番地
吉 田 邦 仁 〃 〃

道路の管理者 道路の種類 路 線 名 工 事 区 間 工事の
種 類 工事の完了の日

大 洲 市 市 道 河辺御祓線
大洲市河辺町山鳥坂１１８２番１から

同町山鳥坂７６７番まで
改 築 平成２０年１１月１３日

設 置 年 月 日 昭和５２年６月２４日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 凝集沈殿方式

処 理 施 設 の 構 造 ＳＳ及びＦＲＰライニング製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 直径５．５メートル、高さ４．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６，３４０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集沈殿

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ５００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 ２００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ５

ダイオキシ
ン類含有量
（単位 １
リットルに
つきピコグ
ラムＴＥＱ）

通常 ５，０００

最大 ５，０００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７０

最大 １００

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第６２号ヘ 湿式集じ
ん施設

特 定 施 設 の 能 力 １分間当たり１，０００ノルマル立方メート
ル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後約２ヶ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 １．０～３．０

最大 ０．５～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２０

最大 １６０
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５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

四阪１号排水口

�������
�愛媛県告示第４１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

道前道後土地改良区連合から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２１年１月９日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第４２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり道路の位置を指定した。

平成２１年１月９日

愛媛県南予地方局長 渡 部 敏 夫

１ 指定年月日及び番号

平成２０年１２月１２日 ２０南八土第道－３号

２ 道路の位置

八幡浜市保内町喜木１番耕地３７８番１

幅員 ４．７０メートル

延長 ２３．４１メートル

３ 申請人の住所及び氏名

松山市姫原三丁目９番１０号

オオイコーポレーション株式会社

代表取締役 大井 玄

４ 図面省略

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 １．０～３．０

最大 ０．５～３．０

通常 １．０～３．０

最大 ０．５～３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２０

最大 １６０

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ５００

通常 １００

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ３００

通常 ２０

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ５

通常 ５

最大 ５

ダイオキシ
ン類含有量
（単位 １
リットルに
つきピコグ
ラムＴＥＱ）

通常 １０，０００

最大 １０，０００

通常 ３００

最大 ５００

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４，４４０

最大 ５，２００

通常 ４，０８０

最大 ４，８４０

備考 処理水は工程水として再利用し、残さは製造工程へ送る。

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．０～９．０

最大 ５．０～９．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５．５

最大 ６．９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．３

最大 １４．３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．４

最大 １．３

ダイオキシ
ン類含有量
（単位 １
リットルに
つきピコグ
ラムＴＥＱ）

通常 １．０

最大 ７．８

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２０，６２７

最大 ３０，４６２

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 和 田 治 樹 東温市樋口５４７番地

〃 伊 藤 宏太郎 西条市大町２４４番地４

〃 塩 崎 和 男 松山市恵原町甲６５８番地３

〃 茅 原 安 夫 西条市小松町安井甲４８８番地１

〃 渡 部 桂 西条市丹原町池田１５００番地４

〃 越 智 勝 茂 西条市国安７４４番地

〃 松 田 清太郎 伊予郡松前町大字東古泉３４９番地

〃 松 岡 武 司 松山市余戸南六丁目４番２１号

〃 高須賀 功 東温市志津川６３０番地

〃 三 好 通 昭 松山市来住町２２８番地

〃 � 本 義 一 伊予市森２３６番地

監 事 池 田 清 美 松山市東方町甲１７１３番地

〃 黒 河 竹 志 西条市丹原町徳能４３４番地１

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 加 戸 守 行 松山市御宝町１１９番地１

〃 和 田 治 樹 東温市樋口５４７番地

〃 伊 藤 宏太郎 西条市大町２４４番地４

〃 塩 崎 和 男 松山市恵原町甲６５８番地３

〃 高 橋 貞 雄 西条市氷見乙１４８０番地

〃 茅 原 安 夫 西条市小松町安井甲４８８番地１

〃 渡 部 桂 西条市丹原町池田１５００番地４

〃 � 橋 政 秀 伊予市下三谷１５３３番地

〃 廣 本 在 久 松山市東野二丁目１１番３７号

〃 高須賀 敦 當 東温市南方１３１９番地

〃 松 田 清太郎 伊予郡松前町大字東古泉３４９番地

〃 三 好 通 昭 松山市来住町２２８番地

監 事 松 岡 武 司 松山市余戸南六丁目４番２１号

〃 廣 田 延 男 西条市石田８７９番地１
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

所在地 地目 地積

松山市馬木町２３７４番 宅 地 １７６．６７�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の

規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力

団」という。）及び警察当局から排除要請がある者

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参

加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のな

い者の入札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２０年１月９日（金）から２月５日（木）までの執務時

間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時３０

分までをいう。）

イ 提出場所

愛媛県総務部管理局総務管理課財産処分係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２５５８

ウ 提出方法

持参又は郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の送達

に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定す

る一般信書便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書

便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書

留郵便に準ずるもの。以下「郵便等」という。）により提出

すること。電送による提出は、認めない。

エ 郵便等による提出の取扱い

郵便等による提出の場合は、平成２０年２月５日（木）午後

５時３０分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書、入札参加申込書の交付

場所及び問い合わせ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成２１年１月２３日（金）午前１０時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成２１年２月２３日（月）午前１０時

� 入札及び開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第一別館１１階会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金

を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代

理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をし

た小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付

しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者
に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無

効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規

定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格を

もって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を風俗

営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項

に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用

に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り

払う土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地

を第三者に貸してはならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を暴力

団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある

団体等であることが指定されているものの事務所その他これ

に類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを

知りながら、売り払う土地の所有権を第三者に移転し、若し

くは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（建付地）の売払い

� 売り払う土地（建付地）の所在地、地目及び地積等

土 地 建 物

所 在 地 地 目 地 積 種 類 構 造 床 面 積

松山市衣山五丁目７６８番９ 宅 地 ３４０．４６� 居 宅 外 コンクリートブロック
造陸屋根２階建外 １４４．２１�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

次のいずれにも該当しない者であること。

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）

及び警察当局から排除要請がある者

� 入札参加申込書の提出

この一般競争入札に参加を希望する者は、あらかじめ入札参加申込書を次により提出すること。入札参加申込書の提出のない者の入

札への参加は認めない。

ア 提出期間

平成２０年１月９日（金）から２月５日（木）までの執務時間中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時３０分までをい

う。）

イ 提出場所

愛媛県総務部管理局総務管理課財産処分係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２５５８

ウ 提出方法

持参又は郵送（書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律（平成１４年法律第９９号）第２条第６項に規定する一般信書

便事業者若しくは同条第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるもの。

以下「郵便等」という。）により提出すること。電送による提出は、認めない。

エ 郵便等による提出の取扱い

郵便等による提出の場合は、平成２０年２月５日（木）午後５時３０分までに、イに掲げる場所に必着のこと。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書、入札参加申込書の交付場所及び問い合わせ先

�イに掲げる場所
イ 入札心得書及び入札参加申込書の交付方法

�イに掲げる場所で交付する。
ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成２１年１月２３日（金）午後２時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成２１年２月２３日（月）午後２時

� 入札及び開札の場所

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第一別館１１階会議室

� 入札書の提出方法
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次のとおり一般競争入札に付する。

平成２１年１月９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

旧愛媛県中央児童相談所に設置されているポリ塩化ビフェニ

ル廃棄物の収集運搬業務の委託

� 委託業務名及び数量

旧愛媛県中央児童相談所ＰＣＢ廃棄物収集運搬業務 １式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 委託期間

契約日から平成２１年３月１６日まで

� 委託業務の履行場所

旧愛媛県中央児童相談所外

愛媛県松山市御幸二丁目３番４５号外

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額

の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとす

る。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２０・２１・２２年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた者で、次の事

項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

第１４条の４第１項の許可を受けている者であること。

� 開札をする日において、知事が行う入札参加資格停止の期間

中でない者であること。

３ 入札及び開札の日時等

� 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ

先

愛媛県保健福祉部生きがい推進局子育て支援課児童・婦人施

設係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２４１４

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 入札及び開札の日時及び場所

平成２１年１月２７日（火）午後２時

愛媛県庁本庁舎 本館２階 総務部会議室（入札室）

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３７条第２

号の規定を適用し、免除する。

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定代理金融機関

又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効とする。
� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価格をもって有

効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、又はこれらの用

に供されることを知りながら、売り払う土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

イ 落札者は、契約締結の日から１０年間、売り払う土地を暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等であ

ることが指定されているものの事務所その他これに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、売り払う

土地の所有権を第三者に移転し、若しくは売り払う土地を第三者に貸してはならない。

ウ ア又はイの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。
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監 査 公 表

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札当日に２の�
を証明できる書類を入札書の提出に先立って提出しなければな

らない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した委託業務を履行できると知事が判断した入

札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成

された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札

を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

�公表第１号
平成２０年１１月３日付けで、今村茂久から提出された愛媛県知事に

関する措置請求について、次のとおり決定した。

平成２１年１月９日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

決 定 書

請求人 松山市 今村 茂久

平成２０年１１月３日付けで上記請求人から提出された愛媛県知事に

関する措置請求について、次のとおり決定する。

主 文

請求人の請求を棄却する。

第１ 請求の要旨

請求人の愛媛県職員措置請求書の内容及び意見陳述の内容を総

合すると、請求の要旨は、次のとおりである。

１ 知事は、愛媛県松山地方局長（以下「松山地方局長」という。）

が平成１９年１２月２１日に社団法人愛媛県公共嘱託登記土地家屋調

査士協会（以下「県公嘱協会」という。）に支出した来街改第

５号測の１０ 来住余戸線地方道路交付金工事に係る登記業務委

託料４７３，１３６円のうち、１６４，１０５円については不当な支出であ

るから、愛媛県に返還する措置を講じるよう請求する。

２ 松山地方局長は、平成１９年９月１０日付けで県公嘱協会に来住

余戸線地方道路交付金工事として、来街改第５号測の１０登記委

託業務（以下「本件業務」という。）を、委託料９３８，３８６円で

委託し、平成１９年１１月２９日付けで委託料を４７３，１３６円に変更し

て、土地家屋調査士甲（以下「本件代理人」という。）が復代

理人になり実施、平成１９年１１月３０日付けで業務完了届出書の提

出を受け、同日付けで業務確認調書を作成し、平成１９年１２月２１

日に県公嘱協会理事長に委託料４７３，１３６円を支払っている。

３ 平成１９年１１月３０日付けで県公嘱協会理事長が、松山地方局長

に提出している業務完了届出書で、本件代理人が作成した報告

書によれば、平成１９年１０月１７日と１８日に行われたＡ番とＢ番の

境界確認において、起業地であるＡ番の所有者乙、Ｂ番の所有

者丙と、隣接地Ｃ番及びＤ番の登記名義人丁の父である戊が、

境界確認の資料とするため、現状を測量することについて承諾

したとか、各人が所有地の筆界を確認したとか記載したり、Ｄ

番の山林がＡ番の雑種地内に、Ｃ番の原野がＢ番の田の中に存

在する図面を作成したりしているが、戊はもとより、乙も丙も

境界立会はしたが、堤状の土地が松山市有地であるとは認めて

おらず、筆界確認もしてなく、ましてや戊の所有地が自己の所

有地内に存在することは認めてはいない。

また、松山市長が、知事の申請代理人の本件代理人から補正

書類が提出されていないため、松山市管財課員も松山地方局用

地課員も境界確認を証する文書を作成していないままに、境界

確認申請書が返戻されているから、境界確認は行ったが成果は

なかったことになる。

以上の事実から、業務完了届出書に添付されている報告書と

図面は事実に反する虚偽文書である。

４ さらに、業務完了届出書に本件代理人が添付し提出している

地図に準ずる図面に、新設地番のＥ番が付されている土地で、

国が一部を買収した残地のＦ番の土地に道と記載されていたの

で、納得がいかぬ戊が松山地方法務局を訪問し、改めて地図に

準ずる図面の交付を受けたところ、道と記載されてなかった。

本件代理人は、松山地方法務局が交付の公図（地図に準ずる

図面）さえ改ざんし、虚偽文書を作成しているのである。

５ このような者が作成した報告書と図面は、次のとおり不備な

のに、これらを添付した業務完了届出書を適正と認めて業務確

認調書を作成し、松山地方局長が委託料４７３，１３６円を支出して

いるのは、極めて不当である。

� 「資料調査の地図類の１７件」は、「登記業務を�愛媛県公
共嘱託登記土地家屋調査士協会に委託する場合の報酬額に関

する運用基準」（以下「運用基準」という。）によれば、成

果品に添付された地図類に、適用した筆の地番に印を付され

たものにより検証することになっており、地図類は法務局備

え付けの図面、旧公図等となっているが、成果品に添付され

ている地図に準ずる図面は、法務局備え付けの図面ではない

うえ、適用した筆の地番に印が付されてないから、積算対象

の１７筆全筆の検証ができないので、委託料１２，０７０円は全額が

不当な支出である。

� 「資料調査の疎明書面の３件」は、運用基準によれば、境

界立会した土地所有者３名の権利に関する承諾書等のＡから

Ｅで、成果品に添付されている収集書面（写）により検証す

ることになっているが、３名から収集した権利に関する承諾

書等のＡからＥの収集書面は添付されてなく、貸与図書受領

書も添付されてないので、積算額９，９００円は全額が不当な支

出である。

� 「現地調査の事前調査の１件」は、運用基準によれば、土

地の物理的状況及び利用状況、地形、基準点の調査や境界紛

争の有無等を境界立会に先立ち調査するもので、起業地１０筆

当たりを１件として計上し、検証は成果品に添付された事前

調査報告書によることになっているが、この事前調査を検証

する事前調査報告書が成果品に添付されていないから、積算
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額２６，４１０円は全額が不当な支出である。

� 「現地調査の立会の民有地境界立会の４点」は、運用基準

によれば、境界立会で相隣者間の合意が得られた場合に成果

品に添付された立会者の署名の確認書により検証することに

なっているが、民有地境界立会者３名は署名してなく、成果

品に確認書が添付されていないから、積算額２０，７０６円は全額

が不当な支出である。

� 「測量業務の面積測量の４，０００�以下」は、成果品に添付
された求積図であるが、民有地境界立会者３名は境界確認の

署名をしてなく、確認書も成果品に添付されてなく、戊はも

ちろんのこと、乙も丙もこのような図面の存在自体を認めな

いとしている。

「測量業務の面積測量」は、運用基準によれば、成果品に

添付された求積図により検証することになっており、民有地

所有者３名の境界確認を得ないで本件代理人が作成した検討

丈量図は、求積図ではなく概測図であるから、単価は２分の

１であり、積算額のうち、７７，２６５円は不当な支出である。

� 「その他の丈量図（帯図）の作成」は、起業地隣接地との

境界未定のため仮丈量図と記載されているのに積算額１９，８８０

円を満額支払っているのは不当である。

検証の方法についての定めはないが、測量業務の面積測量

の概測図に相当するので、単価の２分の１の９，９４０円は不当

な支出である。

６ よって、松山地方局長が県公嘱協会理事長に支出した登記業

務委託料４７３，１３６円のうち、資料調査の地図類での不当な支出

額１２，０７０円、疎明書面の９，９００円、事前調査の２６，４１０円、民有

地境界立会の２０，７０６円、測量業務の面積測量の７７，２６５円、その

他の丈量図（帯図）作成の９，９４０円の計１５６，２９１円に消費税５

％相当額７，８１４円を加えた１６４，１０５円は、不当な支出であるか

ら、知事が、愛媛県に返還する措置を講じるよう請求する。

第２ 監査の実施

本件請求は、平成２０年１１月４日に受付し、要件審査の結果、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４２条

の規定に定める要件を具備していると認め、同月１３日これを受理

し、次のとおり監査を実施した。

１ 証拠の提出及び陳述

請求人に対して、法第２４２条第６項の規定により、平成２０年

１１月２６日に証拠の提出及び陳述の機会を与えた。

２ 監査実施日

平成２０年１１月２７日予備監査、同年１２月５日委員監査を実施す

るとともに、必要に応じ関係職員から説明を聴取し、関係資料、

証拠書類等の確認を行った。

３ 監査対象機関

愛媛県中予地方局建設部（平成２０年４月１日の組織改正以前

は、愛媛県松山地方局建設部。以下「中予局建設部」という。）

及び愛媛県土木部管理局用地課（以下「土木部用地課」という。）

を対象に監査した。

第３ 監査の結果

１ 事実

中予局建設部及び土木部用地課を監査した結果、次の事実が

認められた。

� 登記事務委託契約のあらまし

愛媛県が県公嘱協会に登記業務を委託する場合には、平成

４年３月１２日付け用第２８８号土木部長通知により、各地方局

長と県公嘱協会理事長が単価契約を締結することとされてお

り、本件に関しては、松山地方局長と県公嘱協会理事長が同

年３月２５日に単価契約を締結した登記事務委託契約書（平成

１９年１１月１日最終変更契約）に基づき実施されている。

ア 登記業務委託料の積算方法

登記業務委託料は、各地方局長と県公嘱協会理事長が締

結した登記事務委託契約書で定められた単価に基づき、運

用基準に従って積算することとされている。

なお、当該基準は、内容について一部不明確な点があっ

たことから、平成１６年３月３１日に全面改正を行い、項目ご

とに［適用］、［計上］、［検証］に区分の上、［検証］

において、必要となる成果品及び業務の検証方法を明示し

たほか、平成１９年３月９日にも所要の改正を行っている。

イ 一般的な登記業務委託の手順

一般的な登記業務委託の手順は、おおむね次のとおりで

ある。

�地方局が委託業務の概要を「登記業務内容見積依頼書」
により通知し、業務内容の見積りを依頼

�県公嘱協会が「登記業務内容見積書」を提出
�地方局が「登記業務発注書」により業務を発注
�県公嘱協会が「復代理人選任通知書」を提出
�県公嘱協会（又は同復代理人）が業務に着手
�県公嘱協会が「業務完了届出書」及び成果品を提出
�地方局が成果品を検収し、「業務確認調書」を作成
	県公嘱協会が登記業務委託料に係る請求書を提出

地方局が登記業務委託料を支払

ウ 検査の方法

検査は、運用基準に示された［検証］の方法に基づき、

成果品の種別及び数量を確認するほか、必要に応じて復代

理人からの聞き取り確認や追加書類の提出を求めるなどに

より行い、「業務確認調書」を作成している。

� 本件業務の発注状況

ア 発注理由

中予局建設部は、本件業務の発注理由として、松山外環

状道路改築工事の起業地について、地図訂正等が必要にな

ることが考えられるため、法務局との事前の協議に必要な

用地測量図等を作成し、ひいては、将来起業地を県が取得

した場合に登記を行うためと説明している。

イ 発注手順

� 愛媛県松山地方局建設部用地課主任（以下「主任」と

いう。）は、平成１９年９月６日、愛媛県松山地方局建設

部用地課長の決裁を得て、業務名（来住余戸線 地方道

路交付金工事）、業務内容（境界確認等）等を示した

「登記業務依頼書」に、「位置図」及び依頼筆数５筆分

の「土地登記事項証明書」（全部事項証明書）を付して、

本件業務に係る見積りを県公嘱協会へ依頼している。

� 県公嘱協会は、平成１９年９月１０日、業務の内容を見積

りした「登記業務内容見積書」を愛媛県松山地方局建設

部用地課（以下「松局用地課」という。）に提出し、主

任は、愛媛県松山地方局建設部長（以下「松局建設部長」

という。）の決裁を得て、同日付けで、「登記業務発注

書」により、履行期限、委託内容を記載し、本件業務を

愛 媛 県 報平成２１年１月９日 第２０２９号

２４



県公嘱協会へ発注している。

なお、登記事務委託契約書の登記業務共通仕様書第１

条に基づく特記仕様書（登記業務共通仕様書により難い

場合、又はこれに定めない事項について定めるもの）は、

作成されていない。

ウ 復代理人の選任状況

登記事務委託業務においては、県公嘱協会が復代理人を

選任することとされており、本件業務について県公嘱協会

は、平成１９年９月１０日、本件代理人を復代理人とする「復

代理人選任通知書」を松局用地課に提出し、業務に着手し

ている。

エ 発注内容

松山地方局長が県公嘱協会に発注した業務の内容は、

�土地の分筆（測量図２筆、分筆地形図・地役権図面２筆）、
土地の添付書面（現地調査書２通）

�資料調査（公簿類１２筆、地図類１２筆、疎明書面２件）
�地図訂正（地図訂正図面２筆、地図訂正のための現地調
査２筆、官公庁調査１件、民間調査１件）

�現地調査の事前調査１件、現地調査の筆界確認（画地調
整２区画、画地調整加算２区画）、現地調査の立会（民

有地境界立会の立会・確認５点、公共用地境界立会のＣ

ランク６点）

�測量業務の面積測量（地積３，０００�以下１件）、測量業
務の境界標設置（境界標埋設１５点、引照点測量３点）

�材料の境界標（調査士会標（アルミプレート）８枚、プ
ラスチック杭２本）となっており、

これらの委託料は、�３２，３００円、�２３，６４０円、�８３，１６０
円、�４４２，８５０円、�３０７，３７０円に消費税及び地方消費税
４４，４６６円、�４，６００円を加算した合計９３８，３８６円となって
いる。

なお、本件業務において求める成果品の記載はなされて

いない。

オ 変更発注に至る経緯

県公嘱協会から、境界確認について関係者の合意を得ら

れない部分があることから、業務の一部が遂行できなくな

ったとして、平成１９年１１月２９日、「登記業務内容見積書

（再）」の提出があり、主任は内容を確認のうえ、松局建

設部長の決裁を得て、同日、変更発注をしている。

カ 変更後の発注内容

変更後の発注内容については、発注目的の変更はなく、

境界確認が不調となるまでに本件代理人が業務を行った内

容及び業務量について、再提出された見積書により確認し

変更しており、その具体的な業務内容は、

�資料調査（公簿類１７筆、地図類１７筆、図面類４筆、疎明
書面３件）

�地図訂正（官公庁調査１件、民間調査２件）
�現地調査の事前調査１件、現地調査の立会（民有地境界
立会の立会・確認４点、公共用地境界立会のＡランク１６

点）

�測量業務の面積測量（地積４，０００�以下１件）
�その他の丈量図（帯図）作成１，０００�１件
�書類の作成等の文案を要するもの１通となっており、
これらの委託料は、�４０，４００円、�７９，２３０円、�１５２，９

５６円、�１５４，５３０円、�１９，８８０円、�３，６１０円に消費税及
び地方消費税２２，５３０円を加算した合計４７３，１３６円に変更と

なっている。

� 業務の完了

本件業務を完了した県公嘱協会は、平成１９年１１月３０日付け

で、「業務完了届出書」に成果品を添えて松山地方局長に提

出している。

� 本件業務の検査状況

「業務完了届出書」の提出を受けた愛媛県松山地方局建設

部用地課担当係長及び主任（以下「検査担当者」という。）

は、同日、次のとおり検査を行い、当該届出書の内容が発注

内容と相違ないことを確認し、愛媛県会計規則（昭和４５年愛

媛県規則第１８号）第１６４条に基づく検査調書に相当する「業

務確認調書」を作成し、松局建設部長の決裁を得ている。

ア 資料調査

� 公簿類１７筆

「業務完了届出書」に添付された「土地登記事項証明

書」（全部事項証明書）は、起業地の取得に伴う地図訂

正等に必要な隣接地等１７筆分であり、委託内容に相違な

いことが確認されている。

� 地図類１７筆

「業務完了届出書」に添付された「地図に準ずる図面」

（写し）に記載された筆の数量及び内容は、委託した数

量及び内容に相違ないことが確認されている。

なお、運用基準によれば、成果品に添付された地図類

に、適用した筆の地番に印を付されたものにより検証す

ることとされており、添付された地図には対象１７筆の印

が付されていなかったが、検査担当者は、本件代理人か

らの聞き取り確認を行って、「土地登記事項証明書」

（全部事項証明書）の地番と照合し、内容が相違ないこ

とを確認したとしている。

� 図面類４筆

「業務完了届出書」に添付された「地積測量図」（写

し）は、４枚であり、委託した数量及び内容に相違ない

ことが確認されている。

なお、運用基準によれば、計上単位が１筆当たりのた

め、対象は５筆となるが、うち２筆分は１枚の「地積測

量図」で表されているため、１の図面として計上されて

いる。

� 疎明書面３件

本件代理人が関係土地の整合性を確認するための疎明

書面（隣接境界線証明書等事実関係を証する書面）３件

は、県が保有する図面を貸与して行っていることが確認

されている。

なお、運用基準によれば、資料調査における疎明書面

の作業項目は、「貸与図書受領書」により検証すること

とされており、本件業務においてはこれが作成されてい

ないが、検査担当者は、本件代理人が作成した「作業日

誌」に貸与図書の受領及び返還に関する記載があること

をもって確認したとしている。

イ 地図訂正

� 官公庁調査１件

「業務完了届出書」に添付された「報告書」及び本件
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代理人の「作業日誌」により、松山市管財課職員と１回

協議していることが確認されている。

なお、運用基準によれば、成果品に添付された「官公

庁調査記録」により検証することとされており、当該記

録は添付されていないが、検査担当者は、「報告書」及

び「作業日誌」に「官公庁調査記録」に相当する記載が

あることをもって確認したとしている。

� 民間調査２件

「業務完了届出書」に添付された「報告書」及び本件

代理人の「作業日誌」により、乙に対する意見聴取を１

回、丙に対する意見聴取を１回、合計２回行っているこ

とが確認されている。

なお、運用基準によれば、成果品に添付された「民間

調査記録」により検証することとされており、当該記録

は添付されていないが、検査担当者は、「報告書」及び

「作業日誌」に「民間調査記録」に相当する記載がある

ことをもって確認したとしている。

ウ 現地調査

� 事前調査１件

「業務完了届出書」に添付された収集資料及び本件代

理人が作成した「作業日誌」により、業務実績が委託内

容に相違ないことが確認されている。

なお、運用基準によれば、成果品に添付された「事前

調査報告書」により検証することとされており、当該記

録は添付されていないが、検査担当者は、「作業日誌」

に「事前調査報告書」に相当する記載があることをもっ

て確認したとしている。

� 立会

ａ 民有地境界立会（立会・確認）４点

「業務完了届出書」に添付された「報告書」により、

県が取得しようとする２筆の土地の間の筆界点４点が、

成果品として提出された「検討丈量図」の筆界点の４

点と一致し、かつ、この４点について当該土地所有者

の合意が得られたことが、立会した職員により確認さ

れたとしている。

なお、運用基準によれば、成果品に添付された立会

者の署名の「確認書」により検証することとされてい

るが、境界確認について関係者の合意を得られない部

分があることから、「確認書」は作成されていない。

ｂ 公共用地境界立会（Ａランク）１６点

「業務完了届出書」に添付された「検討丈量図」に

おいて、県が取得しようとする土地２筆の東側及び北

側に４７の筆界点を設け当該図面を作成しており、委託

した筆界点１６点を上回っていることが確認されている。

なお、運用基準によれば、計上単位が筆界点１点当

たりのため、対象は４７点となるが、対象地において多

数の境界点が存在しており、これをすべて実績として

計上することは妥当でないとの判断から、１筆８点と

して計上されている。

エ 測量業務の面積測量（地積４，０００�以下）１件
運用基準によれば、測量原図の作成を含む土地の面積測

量は、座標法を原則とし、成果品に添付された求積図によ

り検証することとされているが、境界が確定できなかった

ため、一部乙及び丙の主張に基づく座標を使用して対象面

積（３，７８１．８７�）を求積し、「検討丈量図」を作成したこ
とが、本件代理人が提出した同図や立会した職員により確

認されたとしている。

オ その他の丈量図（帯図）作成１件

前記エの地積測量によって作成された「検討丈量図」が、

丈量図（帯図）に相当するとして確認されている。

なお、運用基準によれば、その他の丈量図は、起業地に

係る土地の登記簿地積（元地面積）を合計し、１，０００�当
たりを１件として計上することとされており、対象は２，３

００㎡であるので２件の計上となるが、前記エのとおり「検

討丈量図」を成果として収めたことから、実績を１件とし

て計上されている。

カ 書類の作成等の文案を要するもの１通

「業務完了届出書」に添付された「報告書」がこれに相

当するとして、実績数量に相違ないことが確認されている。

� 本件業務に係る支出の状況

平成１９年１２月７日付けで、県公嘱協会から松山地方局長に

対し本件業務に係る請求書の提出があり、愛媛県会計規則第

３７条第１項の規定に基づき、同日、支出負担行為として整理

され、同月２１日に県公嘱協会に対し、４７３，１３６円が支出され

ている。

２ 決定の理由

前記第３の１の認定事実に基づき、主文のとおり決定した理

由は、以下のとおりである。

� 「資料調査の地図類の１７件」に係る委託料１２，０７０円全額が

不当な支出であるとの点について

「資料調査の地図類」は、前記第３の１�ア�で述べたと
おり、提出のあった地図には対象となった１７筆の印がなかっ

たものの、別に提出のあった「土地登記事項証明書」（全部

事項証明書）の地番と照合しており、内容が相違ないことが

認められた。

したがって、委託料１２，０７０円の支出は不当とはいえない。

� 「資料調査の疎明書面の３件」に係る委託料９，９００円全額

が不当な支出であるとの点について

「資料調査の疎明書面」は、前記第３の１�ア�で述べた
とおり、「貸与図書受領書」が提出されていないものの、本

件代理人が作成した「作業日誌」において、貸与図書の受領

及び返還に関する記載があること、当該貸与図書に相当する

隣接境界線証明書等事実関係を証する書面の現物が３件存在

することにより、委託された業務が実施されたことが認めら

れた。

したがって、委託料９，９００円の支出は不当とはいえない。

� 「現地調査の事前調査の１件」に係る委託料２６，４１０円全額

が不当な支出であるとの点について

「現地調査の事前調査」は、前記第３の１�ウ�で述べた
とおり、「事前調査報告書」が提出されていないものの、成

果品に添付された収集資料及び本件代理人の「作業日誌」に

「事前調査報告書」に相当する記載があることにより、委託

された業務が実施されたことが認められた。

したがって、委託料２６，４１０円の支出は不当とはいえない。

� 「現地調査の立会の民有地境界立会の４点」に係る委託料

２０，７０６円全額が不当な支出であるとの点について
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「現地調査の立会の民有地境界立会（立会・確認）」は、

前記第３の１�ウ�で述べたとおり、取得予定地を含む筆全
体の土地の境界が確定できていないため、「確認書」は提出

されていないが、提出のあった「報告書」により、県が取得

しようとする２筆の土地の間の筆界点４点が、成果品として

提出された「検討丈量図」の筆界点の４点と一致し、かつ、

この４点について当該土地所有者の合意が得られたことが、

立会した職員により確認されたとしているので、委託料積算

の対象とする４点の筆界点を確定するための立会は行われた

ものと認められた。

したがって、委託料２０，７０６円の支出は不当とはいえない。

� 「測量業務の面積測量」に係る検討丈量図は、概測図であ

るから、単価は２分の１であり、積算額のうち、７７，２６５円は

不当な支出であるとの点について

運用基準によれば、測量業務のうち「面積測量」業務は、

「座標法を原則として各面積区分ごとに各単価を計上し」と

定め、「成果品に添付された求積図により検証する」ことと

されている。

受託者から提出された「検討丈量図」は、境界確認が不調

に終わり、確定座標に基づき作成されたものではないため、

登記に使用できる図面であるとは言い難いものの、現地にお

いて運用基準に定める座標法により座標値を公共基準点から

計算して測量して作成されたものであり、測量手法及び測量

業務の稼働自体については、実績に基づく検証がなされたも

のと認められる。

また、運用基準において、「地図訂正等のための概測図の

作成については、上記単価の２分の１とする」と定められて

いるところ、今回作成された「検討丈量図」が概測図に当た

るか否かについてみると、概測図とは、運用基準において明

確な定義は示されていないが、実務において、「地図訂正に

使用するために大まかな点（「座標」に相当）を押さえ、概

算値として算定した面積を表示した図面」として実体的運用

がなされている。

しかるに、発注者である松山地方局長が県公嘱協会に対し

て、登記に使用するための図面として、座標法による座標値

を用いて面積測量を行うこととして当該業務を発注し、かつ、

対象とする５筆の土地について関係権利者の同意が得られな

かったが故に一部について確定座標を得るに至らず、その結

果として丈量図として認め得る図面を受託者から受領し得な

かったとしても、その「検討丈量図」をもって委託業務が遂

行されたものと検証し、委託料を支出したことを不当とまで

いうには至らない。

� 「その他の丈量図（帯図）の作成」は、概測図に相当する

ので、単価は２分の１であり、積算額のうち、９，９４０円は不

当な支出であるとの点について

「その他の丈量図（帯図）の作成」は、前記第３の１�オ
で述べたとおり、提出のあった「検討丈量図」をもって確認

されており、当該委託料の支出が不当であるかどうかについ

ては、前記�で述べたとおりである。
� つまるところ、前記�から�までの請求人の主張は、運用
基準に定められた成果品が提出されていない、あるいは検収

方法が採られていないという外形的事実をもって、支出を不

当とするものであるが、それぞれの項目について、松山地方

局長が発注した個別具体の業務は、すべて目的達成ないしそ

れと同一視できる程度に遂行されていることが確認されたの

で、委託料を支出したことは相当と認めることができる。

� その他の項目に係る委託料の支出について

請求人が主張する前記�から�までの項目以外についても、
前記第３の１�で述べたとおり、一部の項目において、運用
基準に定める成果品が提出されておらず、本件代理人の「作

業日誌」等により検証している事例があるものの、いずれの

項目も業務遂行の事実は認められ、不当な委託料の支出は認

められなかった。

３ 結論

以上のとおり、松山地方局長が平成１９年１２月２１日に県公嘱協

会に支出した本件業務に係る委託料については、不当な支出で

あるとは認められない。

したがって、松山地方局長が平成１９年１２月２１日に県公嘱協会

に支出した本件業務に係る委託料４７３，１３６円のうち、１６４，１０５

円については不当な支出であるから、知事が愛媛県に返還する

措置を講じるよう求める請求人の請求は、理由がない。

よって、主文のとおり決定する。

第４ 意見

今回の住民監査請求に基づき実施した監査においては、次のと

おり改善を要すると認められる点が見受けられたので、意見とし

て付記する。

１ 松山地方局が県公嘱協会に委託した業務の遂行過程において、

必要な業務の内容が明確に指示されず、県公嘱協会の判断等に

依拠して行われていたとみられる点や、運用基準において「検

証」に用いることとされている成果品の一部が作成又は提出さ

れず、また提出すべきことを県公嘱協会に明示していないこと

が見受けられた。

業務発注者においては、委託する業務の内容を具体的かつ明

確に提示・指示するとともに、運用基準に基づく検証が確実に

実施されるよう、事務の適切な執行に努められたい。

２ さらに、運用基準については、平成１６年、１９年と改正が行わ

れているものの、監査の過程で、記載誤り、記載漏れ、不明確

あるいは具体性を欠く点が散見されたほか、実務においても客

観的・統一的解釈に基づく運用が図られていないなど、不用・

不当な支出を生じかねない事務取扱い上の不備が認められた。

担当部局においては、この「運用基準」をはじめ「登記事務

委託契約書」及びこれに係る「仕様書」などの整合性を改めて

点検・確認し、その内容を担当者に十分に周知徹底することに

より、当該業務が適確に執行されるよう改善を期待する。

平成２０年１２月１９日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

�������
�公表第２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２１年１月９日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一
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選挙管理委員会告示
同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

�������
�公表第３号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定により、

措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公表する。

平成２１年１月９日

愛媛県監査委員 壺 内 紘 光

同 白 石 友 一

同 田 中 多佳子

同 明 比 昭 治

�愛媛県選挙管理委員会告示第１号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９９条第１項の規定による解職

の請求の要件となるべき選挙権を有する者の数は、次のとおりであ

る。

平成２１年１月９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 選挙権を有する者の総数 １７，０５７

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数 ５，６８６

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 予 地 方 局 産 業 経 済 部 平成２０年７月１７日、
平成２０年８月２７日

（監査の結果）

平成２０年３月１５日から着工する予定となっていた湛水防除事業につい

て、同年２月１日から土地の使用契約を行ったため、少なくとも同年２

月分の補償費５７，７６９円が過支給となっていた。

（措置の内容）

土地使用契約に係る事務処理の各段階で使用期間の確認を徹底する事

務処理手順を定め、職員研修を行い周知徹底するとともに適正期間での

使用契約に努めるよう内部チェック機能の強化を図った。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

私 学 文 書 課 平成２０年１０月２２日

都 市 整 備 課 〃

（監査の結果）

１ 物品売払収入（県報購読料）については、適切な債権管理が望まれ

る。

調定年度 収入未済額（円） 備 考

１２年度 ８，０００

計 ８，０００

（私学文書課）

２ 職員（２名）の休日給について、休日勤務の実績がなかったにもか

かわらず、実績給与通知書の休日給欄に時間数が誤入力され、計２１，１

０７円（平成１９年１１月分）が過支給となっていた。 （都市整備課）

（措置の内容）

１ 平成１２年度の物品売払収入（県報購読料）に係る収入未済額につい

ては、平成１９年３月から分割納付により早期収入を図ってきたところ

であり、平成１９年度の滞納繰越額８，０００円についても、引き続き債権

管理に努めた結果、平成２０年１１月１３日までに計画通り全額納付され、

収入未済は解消した。 （私学文書課）

２ 過支給となっていた休日給は職員が平成２０年９月２６日及び同２９日に

それぞれ全額県に返納した。

また、これまで一人の職員が行っていた集計、入力とチェックを別

々の職員が行い、さらに複数の職員で照合・確認を行うように改善し

ており、再発防止に努めている。 （都市整備課）

平成２１年１月９日 発行

愛 媛 県 報平成２１年１月９日 第２０２９号
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